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第１ 東大和市ブランド・プロモーションアクションプランの策定の趣旨  
 

 

１ 東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略とブランド・プロモーション  

（１）これまでのブランド・プロモーションの取組 

   東大和市（以下「市」といいます。）では、平成２７年（２０１５年）１０月に「東大和市ま       

ち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２７年度（２０１５年度）～平成３１年度（２０１９年

度））」を策定し、人口減少の抑制を目指して施策を推進してきました。 

   加えて、「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組を更に進め、転入の促進及び転

出の抑制を目的として、市の認知度やイメージの向上を図るため、平成２９年（２０１７年）４

月に「東大和市ブランド・プロモーション指針（平成２９年度（２０１７年度）～平成３１年度

（２０１９年度））」を策定しました。 

「東大和市ブランド・プロモーション指針」は、人口減少の抑制を目指した「東大和市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を上位目標とし、「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

おける「東大和市の魅力を高めて、『転入の促進』及び『転出の抑制』を図る」という重要な考

え方について、ブランド・プロモーション（市のイメージのブランド化及びシティプロモーシ

ョンを行うことをいいます。以下同じ。）の観点から取組を推進するために策定したものです。 

そして、平成３０年（２０１８年）３月には、「東大和市ブランド・プロモーション指針」の

取組を更に推進するため、取組の具体的な内容を示した「東大和市ブランド・プロモーション指

針アクションプラン（平成２９年度（２０１７年度）～平成３１年度（２０１９年度））」を策定

しました。 

   その後、「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、上位計画である第二次基

本構想（平成１４年（２００２年）～令和３年度（２０２１年度））及び第四次基本計画（平成

２５年度（２０１３年度）～令和３年度（２０２１年度））の計画期間と整合を図るために、計

画期間を２か年延伸した「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略(補正版) （平成２７年度

（２０１５年度）～令和３年度（２０２１年度））」を令和２年（２０２０年）３月に策定しまし

た。そして、この「東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略（補正版）」の計画期間にあわせ、

令和２年（２０２０年）３月に適用期間を２か年延伸した「東大和市ブランド・プロモーション

指針（補正版）（平成２９年度（２０１７年度）～令和３年度（２０２１年度））」及び「東大和

市ブランド・プロモーション指針アクションプラン（補正版）（平成２９年度（２０１７年度）

～令和３年度（２０２１年度））」を策定し、ブランド・プロモーションの取組を進めてきまし

た。 

 

（２）第五次基本計画策定後のブランド・プロモーション 

このような状況の中、令和４年度（２０２２年度）を初年度とする第五次基本計画（令和４年

度（２０２２年度）～令和１３年度（２０３１年度））が新たに策定され、次期の地方版総合戦

略については、第五次基本計画に包含して策定されました。その上で、第五次基本計画では、次

期の地方版総合戦略の推進に関して必要な事項については、実行計画（アクションプラン）で

定めるものとするとされました。このことから、令和元年（２０１９年）に策定された国の第２

期まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年度（２０２２年度）～令和６年度（２０２４年

度））を勘案し、令和４年（２０２２年）３月に、第２期東大和市まち・ひと・しごと創生総合

戦略アクションプラン（令和４年度（２０２２年度）～令和８年度（２０２６年度））を策定し

ました。 
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その上で、第２期東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプランでは、「ブラン

ド・プロモーションの推進に関する施策の実行計画（アクションプラン）は、別に定める」とさ

れていることから、ブランド・プロモーションの取組を推進するため、令和４年（２０２２年）

３月に、第２期東大和市ブランド・プロモーションアクションプラン（令和４年度（２０２２年

度）～令和８年度（２０２６年度））を策定しました。 

その後、国は、令和４年（２０２２年）１２月に、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を

抜本的に改訂し、デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和５年度（２０２３年度）～令和９年

度（２０２７年度））を策定しました。 

市においては、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案し、第五次基本計画に包含さ

れた地方版総合戦略の実行計画として東大和市デジタル田園都市構想総合戦略アクションプラ

ン（令和５年度（２０２３年度）～令和９年度（２０２７年度）。以下「総合戦略アクションプ

ラン」といいます。）を策定して、取組を進めることにしました。 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

（2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度） （2026年度） （2027年度）

基本構想

基本計画

地方版総

合戦略

地方版総

合戦略の

実行計画

（アクショ

ンプラン）

ブラン
ド・プロ
モーショ
ン

【参考】

国の総合

戦略

年度

第二次基本構想（平成14年～令和3年度）

第四次基本計画（平成25年度～令和3年度）

第三次基本構想（令和4年度～23年度）

第五次基本計画（令和4年度～13年度）（地方版総合戦略を包含）

東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略
（平成27年度～31年度）

東大和市まち・ひと・しごと創生総合戦略（補正版）
（平成27年度～令和3年度）（令和２年３月に計画期間を２か年延伸）

東大和市デジタル田園都市構想総合戦略
アクションプラン（令和5年度～9年度）

まち・ひと・しごと創生総合戦略
（平成27年度～31年度）

デジタル田園都市国家構想総合戦略
（令和5年度～9年度）

輝

き

プ

ラ

ン

東大和市ブランド・プロモーション指針
（平成29年度～平成31年度）
東大和市ブランド・プロモーション指針
（補正版）（平成29年度～令和3年度）
（令和２年３月に適用期間を２か年延伸）

東大和市ブランド・プロモーション指針
アクションプラン
（平成29年度～31年度）
東大和市ブランド・プロモーション指針
アクションプラン（補正版）
（平成29年度～令和3年度）
（令和２年３月に適用期間を２か年延伸）

東大和市ブランド・プロモーション
アクションプラン（令和5年度～9年度）

第２期東大和市ブランド・プロモーション

アクションプラン（令和4年度～8年度）

第２期東大和市まち・ひと・しごと創生総合

戦略アクションプラン（令和4年度～8年度）

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

（令和2年度～6年度）

（第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略

の抜本的改訂）
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２ 東大和市ブランド・プロモーションアクションプランの策定 

ブランド・プロモーションについては、第五次基本計画の第２編の「施策６－４ 観光、ブラ

ンド・プロモーション」に位置付けられており、「施策の展開方向３ ブランド・プロモーション

の推進」において、「市のイメージをブランド化し、市内外に向けて市の魅力や特長を情報発信す

ることにより、転入の促進と転出の抑制を目指す」とされています。 

また、総合戦略アクションプランにおいては、第 7 の「基本目標３ 都市の価値を高める施策

の推進（第五次基本計画重要施策３）」に位置付けられており、その中の「ブランド・プロモーシ

ョンの推進」において「ブランド・プロモーションの推進に関する施策の実行計画（アクション

プラン）は、別に定める」とされています。 

このことから、第五次基本計画に包含された地方版総合戦略の「ブランド・プロモーションの

推進」に関する施策の実行計画（アクションプラン）として、この「東大和市ブランド・プロモ

ーションアクションプラン（以下「ブランド・プロモーションアクションプラン」といいます。）

を策定するものです。 

なお、このブランド・プロモーションアクションプランの策定をもって、第２期東大和市ブラ

ンド・プロモーションアクションプランは、廃止するものとします。 

 

３ 総合戦略アクションプランとブランド・プロモーションアクションプランとの関係 

  総合戦略アクションプランとブランド・プロモーションアクションプランについては、いずれも

地方版総合戦略の推進に関して必要な事項を定める実行計画（アクションプラン）に位置付けてい

ます。 

その上で、ブランド・プロモーションアクションプランは、総合戦略アクションプランに定める

施策のうち「ブランド・プロモーションの推進」に関する施策の取組について定めるものであり、

総合戦略アクションプランの一部を構成するものです。 
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  「ブランド・プロモーションの推進」は、総合戦略アクションプランにおいて、「基本目標３ 都

市の価値を高める施策の推進（第五次基本計画重要施策３）」に位置付けられており、基本目標３

の人口の社会増（転入の促進及び転出の抑制）を図るための重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、次

のとおりとなっています。 

ブランド・プロモーションアクションプランでは、この重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成を

目指して取組を推進するものです。 

 

４ 計画期間  

  ブランド・プロモーションアクションプランの計画期間は、総合戦略アクションプランと同様、

令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）までの５年間とします。ただし、

計画期間内であっても、社会・経済情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行います。 

 

 

 

指標 現状値 目標値 

社会増減数 

（転入者数から転出者数を差し引い

た人数）（累計） 
 
【第五次基本計画参考指標】 

８５人超過 
（転入者 ３，４２４人） 

（転出者 ３，３３９人） 
（令和４年） 

３００人超過／ 
累計１，５００人超過 

（令和９年） 

東大和市駅前のようす 
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５ ブランド・プロモーションアクションプランとＳＤＧｓ 

  ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、平成２７年（２０１５

年）の国連サミットで採択された国際目標です。 

市では、ＳＤＧｓで掲げられている１７のゴールについて、地方自治体の取組と密接な関連が

あり、地方自治体の取組そのものが、ＳＤＧｓの達成につながるものであると考えています。 

そして、第五次基本計画では、第五次基本計画で定めた施策を推進することにより、ＳＤＧｓ

の達成に取り組んでいくことにしています。 

ブランド・プロモーションアクションプランにおいても、ブランド・プロモーションアクショ

ンプランで掲げる施策や事業を推進することにより、ＳＤＧｓの達成に取り組んでいきます。な

お、ブランド・プロモーションアクションプランと密接な関連のあるゴールは、次のゴールです。 

 

 

   

  

まち・ひと・しごと創生アドバイザーからのコラム 
 

東大和市では、平成２７年度から牧瀬稔氏【関東学院大学法学部地域創生学科教授、

（兼務）社会構想大学院大学特任教授（策定日現在）】をまち・ひと・しごと創生アドバ

イザーに迎え、人口減少の抑制を目指して地方創生の取組を進めています。 

このアクションプランでは、これまでの検討内容を踏まえ、牧瀬アドバイザーからコラ

ムを執筆していただいています。牧瀬アドバイザーからの示唆にとんだコラムは、他には

ないこのアクションプランの特長になっています。 
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第２ ブランド・プロモーションに関する市の現状  
 

 
 

１ 市民の意識 

（１）市民意識調査 

   市では、毎年、市民意識調査を実施しており、ブランド・プロモーションに関する主な市民意

識調査の結果は、次のとおりです。 

① ≪友人や知人に勧めたい東大和市の魅力は、「狭山丘陵など身近に豊かな自然環境があると 

ころ」が最も高い≫ 

「東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月）（調査期間：令和５年２月１５日～令和

５年３月１５日、標本数３，０００人、回収数：１，２１４人）」における『友人や知人に勧

めたい東大和市の魅力』は、「狭山丘陵など身近に豊かな自然環境があるところ」が５５．

３％と最も高く、次いで「立川方面への利便性が良いところ」（５３．３％）、「買い物など日

常生活に便利なところ」（４３．６％）となっています。（資料編：図表１参照） 

これを年齢別にみると、３０～３９歳は、「立川方面への利便性が良いところ」が５７．３％

と最も高く、次いで「狭山丘陵など身近に豊かな自然環境があるところ」（４３．３％）、「買

い物など日常生活に便利なところ」（３８．０％）、「多摩湖があるところ」（２５．７％）と

なっています。（資料編：図表２参照） 

 

② ≪定住意向は６割台半ば。住み続けたい理由の上位は、「周辺の居住環境がよいから」、「家

や土地を持っているから」、「日常の買い物が便利だから」≫ 

  『定住意向』は、「今の場所に住み続けたい」と「市内のどこかに住み続けたい」を合わせ

た≪定住したい≫（６６．７％）は令和３年度調査（６９．７％）よりも３ポイント減少し

６割台半ばとなっています。一方、「できれば市外に移りたい」と「今すぐにでも市外に移り

たい」を合わせた≪転出したい≫（１３．６％）は令和３年度調査（９．８％）よりも３．

８ポイント増加しています。（資料編：図表３参照） 

  これを年齢別にみると、３０～３９歳の「今の場所に住み続けたい」と「市内のどこかに住

み続けたい」を合わせた≪定住したい≫は５５．０％で、全体と比較して１１．７ポイント

低くなっています。（資料編：図表３参照） 

また、『住み続けたいと思う理由』は、「周辺の居住環境がよいから」（４８．４％）、「家や

土地を持っているから」（４８．０％）が５割近くとなっています。以下「日常の買い物が便

利だから」（４３．７％）が４割を超え、「自然環境が豊かだから」（３０．０％）が３割とな

っています。（資料編：図表４参照）     

「東大和市市民意識調査報告書（（平成２７年７月）～（令和５年１１月））（調査期間等は

資料編参照）」における平成２６年度から令和４年度までの『定住意向』は、「今の場所に住

み続けたい」と「市内のどこかに住み続けたい」を合わせた≪定住したい≫は、約７割で推

移しています。（資料編：図表５参照） 
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また、平成２６年度から令和４年度までの『住み続けたいと思う理由』は、「家や土地を持

っているから」、「住み慣れているから」、「周辺の居住環境がよいから」、「日常の買い物が便

利だから」が４割前後となっており、上位を占めています。（資料編：図表６参照） 

 

  ③ ≪東大和市への愛着を感じているは、約８割≫ 

    『東大和市への愛着度』は、「愛着を感じている」と「どちらかといえば愛着を感じている」 

を合わせた≪愛着を感じている≫（７８．４％）は８割近くとなっており、「どちらかといえ

ば愛着を感じていない」と「愛着を感じていない」を合わせた≪愛着を感じていない≫（２

１．２％）は約２割となっています。（資料編：図表７参照） 

これを年齢別にみると、３０～３９歳は、「愛着を感じている」と「どちらかといえば愛着

を感じている」を合わせた≪愛着を感じている≫は、７４．２％となっており、全体と比較

して４．２ポイント低くなっています。（資料編：図表７参照） 

 

  ④ ≪ブランド・メッセージ及びロゴマークを「知っている」は、約５割≫ 

『ブランド・メッセージ及びロゴマークの認知度』は、「知っている」が４９．８％となって

います。（資料編：図表８参照） 

  また、「東大和市市民意識調査報告書（（平成３０年７月～令和２年７月、令和４年７月～

令和５年１１月））（調査期間等は資料編参照）」における平成２９年度から令和４年度まで

（令和２年度を除く）の『ブランド・メッセージの認知度』については、令和４年度の４９．

８％は、平成２９年度の１２．７％から３７．１ポイント増加しています。（資料編：図表

９参照） 

  

（２）転入者アンケート 

   市では、「転入者アンケート（調査期間：令和３年６月１日～令和３年９月１日、有効回答数：

３１０件）」を実施しました。その主な結果は、次のとおりです。 

 

  ① ≪住所を決めるにあたり、５割の人が東大和市以外の地域を探し、その探した地域は、隣

接市≫ 

    『住所を決めるにあたり、東大和市以外の地域を探したか』については、５１．０％の人が

「探した」と答え、そのうち、『探した地域』は、立川市（６０．８％）、小平市（３９．９％）、

東村山市（３４．２％）、武蔵村山市（２０．３％）の順になっており、探した地域は隣接市

が多くなっています。（資料編：図表１０、１１参照） 

 

  ② ≪東大和市に居住地を決めた理由は、「住宅価格・家賃」と「通勤・通学の利便性」が上位≫ 

    『東大和市に居住地を決めた理由』は、「住宅価格・家賃」が４６．１％で最も高く、「通

勤・通学の利便性」（４１．０％）、「買い物など日常生活の利便性」（１８．４％）、「立川方面

への利便性」（１６．８％）と続いています。（資料編：図表１２参照） 
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③ ≪転入以前から東大和市のことを知っていた人は約７割。「以前東大和市に住んでいた」は 

２割≫ 

    『転入以前から東大和市のことを知っていたか』については、「知っていた」が６７．１％

となっており、そのうち、「親族・友人を通じて知った」が３１．７％で最も高く、「以前近

隣に住んでいた」（２８．４％）、「鉄道や道路で通った」（２３．６％）、「以前、東大和市に

住んでいた」（２０．２％）と続いています。（資料編：図表１３、１４参照） 

 

（３）転出者アンケート 

   市では、「転出者アンケート（調査期間：令和３年６月１日～令和３年９月１５日、有効回答

数：２５８件）」を実施しました。その主な結果は、次のとおりです。 

 

  ① ≪転出者の帰還意向は、７割≫ 

    『帰還意向』については、「ぜひ戻りたい」と「どちらかといえば戻りたい」を合わせた《戻

りたい》が６８．６％と７割近くとなっており、「どちらかといえば戻りたくない」と「戻り

たくない」を合わせた《戻りたくない》が２５．２％となっています。（資料編：図表１５参

照） 

 

  ② ≪住んでいて良かった点は、「買い物など日常生活の利便性」、「立川方面への利便性」、  

「通勤・通学の利便性」が上位≫ 

    『東大和市に住んでいて良かった点』は、「買い物など日常生活の利便性」が３９．５％で

最も高く、「立川方面への利便性」（３２．２％）、「通勤・通学の利便性」（３０．６％）、「生

まれ育ったところ」（２６．４％）と続いています。（資料編：図表１６参照） 

   

（４）子育て世帯アンケート 

市では、「子育て世帯アンケート（調査期間：令和３年６月１日～令和３年１０月５日、有効

回答数：４３５件）」を実施しました。その主な結果は、次のとおりです。 

 

  ① ≪東大和市に居住地を決めた理由は、「住宅価格・家賃」、「父母世帯と同居・近居」、「通勤・

通学の利便性」が上位≫ 

    『東大和市に居住地を決めた理由』は、「住宅価格・家賃」が３６．６％で最も高く、「父母

世帯と同居・近居」（３２．６％）、「通勤・通学の利便性」（３０．８％）、「買い物などの日常

生活の利便性」（２１．４％）と続いています。（資料編：図表１７参照） 

 

  ② ≪持家は、約６割≫ 

    『住宅の所有関係』については、「持家（一戸建）」（５０．８％）と、「持家（分譲マンショ

ン）」（９．２％）を合わせた≪持家≫が６０．０％となっています。（資料編：図表１８参照） 
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  ③ ≪定住意向は、８割超≫ 

『定住意向』については、「今の場所に住み続けたい」と「市内のどこかに住み続けたい」

を合わせた≪定住したい≫（８０．９％）は８割を超えており、「できれば市外に移りたい」

と「今すぐにでも市外に移りたい」を合わせた≪転出したい≫（１７．０％）は２割弱とな

っています。（資料編：図表１９参照） 

 

  ④ ≪住んでいて良かった点は、「買い物など日常生活の利便性」、「立川方面への利便性」、「自

然環境」、「父母世帯と同居・近居」の順≫ 

    『東大和市に住んでいて良かった点』は、「買い物など日常生活の利便性」が５１．０％で

最も高く、「立川方面への利便性」（３１．０％）、「自然環境」（２９．４％）、「父母世帯と同

居・近居」（２７．４％）、「子育て環境」（２４．８％）と続いています。（資料編：図表２０参照） 

 

⑤ ≪住みにくいと感じた点は、「都心へのアクセス」≫ 

    『東大和市に住んでいて住みにくいと感じた点』は、「都心へのアクセス」３１．７％が最

も高くなっています。（資料編：図表２１参照） 

 

（５）新築家屋所有者アンケート 

市では、「新築家屋所有者に対するアンケート（調査時期：令和４年度家屋調査時、有効回答

数：１６７件）」を実施しました。その主な結果は、次のとおりです。 

 

  ① ≪新築家屋の所有者は、「３０～３４歳」、「３５～３９歳」、「４０～４４歳」が上位≫ 

    令和４年度の『新築家屋の所有者の年齢』は、「３０～３４歳」（２６．３％）、「３５～３９

歳」（２２．２％）、「４０～４４歳」（１６．８％）と続いています。（資料編：図表２２参照） 

 

  ② ≪新築を検討したきっかけは、「第１子の出生」、「賃貸物件の更新・値上げ」、「既存家屋 

   の老朽化」が上位≫ 

    『新築を検討したきっかけ』は、「第１子の出生」（２２．８％）、「賃貸物件の更新・値上

げ」（１８．６％）、「既存家屋の老朽化」（１６.８％）、「結婚」（１６．２％）と続いてい

ます。（資料編：図表２３参照） 

 

  ③ ≪何を重視して東大和市の家屋を決めたかについては、「通勤・通学の利便性」、「買い物

など日常生活の利便性」、「土地価格」、「住宅価格」が上位≫ 

    『何を重視して東大和市の家屋を決めたか』については、「通勤・通学の利便性」（４３．

１％）、「買い物など日常生活の利便性」（３８．３％）、「土地価格」（３４．７％）、「住宅価格」

（３４．１％）、「良好な住環境」（３２．３％）と続いています。（資料編：図表２４参照）  
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第３ ブランド・プロモーションの取組の基本的な方向性 

 

  

 

 

ブランド・プロモーションアクションプランにおいては、これまでの取組を引き続き推進するた

めに、「ブランド・プロモーションの取組の基本的な方向性」を次のとおり定めます。 

なお、「ブランド・プロモーションの取組の基本的な方向性」は、ブランド・プロモーションの進

め方のイメージを示したもので、第１段階から第５段階までの取組が、それぞれの段階で同時に進

む場合があります。 
 

ブランド・プロモーションの取組の基本的な方向性（イメージ）  



11 

 

第４ ブランド・プロモーションの取組の基本的な方向性を踏まえた取組の推進  
 

 

 
１ 市のイメージの浸透及び魅力の発掘 

 

一般的に「ブランド」とは、他との「違いづくり（差別化）」という意味を持っています。「地

域ブランド」の考え方は、次の二つの取組が考えられます。 

一つは、「統一したコンセプトにより地域全体のイメージを向上させる取組」で、もう一つは、

「地域資源の付加価値を向上させることにより地域全体のイメージを向上させる取組」です。こ

の二つの取組は、必ずしもそれぞれが独立したものではなく、相互に作用する関係にあります。

例えば、地域全体のイメージが向上すれば、個別の地域資源の付加価値も向上していきます。ま

た、個別の地域資源の付加価値を高めることにより、地域全体のイメージにも良い影響が波及し

ます。 
 

（１）ターゲットの明確化  

ブランド・プロモーションの推進にあたり、ターゲットを明確にし、ターゲットに向けた市

のイメージのブランド化とシティプロモーションの取組を効果的、効率的に推進していく必要

があります。また、市の将来人口の推計をみると、将来的な人口構成の変化が課題であり、市

が今後も活力を維持していくためには、人口減少の抑制と人口構成の変化を考慮し、より年少

人口や生産年齢人口の増加を図る必要がこれまで以上にあります。 

これらのことから、ブランド・プロモーションアクションプランにおいても、これまでと同

様に、ターゲットを次のとおり定め、取組を進めます。 

◎「住宅の購入を検討している世帯」 

 理由：住宅の購入は、転入のきっかけとなるとともに、一度住宅を購入すると定住す

る可能性が高い。 

◎「子どもが小学校に就学する前の世帯」 

理由：就学中の子どもの転校を避けるため、小学校入学前に転入を考えたり、住宅の 

購入を考えたりする可能性が高い。 

◎「３０歳代の世帯」 

理由：今後子どもを生み育てる可能性が高い。 

転入の促進のターゲット 

◎「市民全体」 

理由：市民が市や地域に愛着や誇りを持つことで転出の抑制につながる可能性が高い。 

転出の抑制のターゲット 
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（２）ターゲットに向けた市のイメージの浸透並びにブランド・メッセージ及びロゴマークの活用 

① 市のイメージの浸透 

これまでのブランド・プロモーションの取組において、住宅都市としての特長を活かして、

市のイメージを構築してきました。 

    前述の市民意識調査や子育て世帯アンケート等でも、「狭山丘陵など身近に豊かな自然環境 

があるところ」、「立川方面への利便性」、「買い物など日常生活の利便性」、「通勤・通学の利

便性」などの項目が評価されています。 

市の特長は、西武線や多摩モノレールを利用した通勤・通学の利便性や買い物など日常生 

活の利便性とともに、身近に多摩湖を中心とする緑豊かな狭山丘陵が広がる優良な住環境を  

有していることです。また、子育て世代に向けて子ども・子育て支援施策や教育施策の充実

等を図っています。 

この通勤・通学や日常生活の利便性と豊かな自然がコンパクトにまとまった環境は、子育 

て世代をはじめとして、幅広い世代にとって住み心地のよい定住に適した快適な住宅都市と  

いえます。 

これらの特長を活かして構築をしてきた市のイメージをターゲットに向けて、更に浸透さ

せていきます。 

そして、ターゲットに向けた市のイメージの浸透の方法として、ブランド・プロモーショ 

ンは大きく次の二つに分けられます。 

一つは、「アウタープロモーション」です。「アウタープロモーション」とは、市外に住ん 

でいる「転入の促進のターゲット」に対して、市の持つイメージや魅力をプロモーションし 

ていくことです。「アウタープロモーション」により、市のイメージや魅力に関心を持っても 

らい、「行ってみたい」、「住んでみたい」と思ってもらえるようなプロモーションを実施して 

いきます。 

もう一つは、「インナープロモーション」です。「インナープロモーション」とは、「転出の 

抑制のターゲット」である市民に対して、市の持つイメージや魅力をプロモーションしてい

くことです。「インナープロモーション」により、市や地域に対する愛着や誇りの醸成が図ら 

れるようなプロモーションを実施していきます。 

 村山貯水池（多摩湖） 
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② ブランド・メッセージ及びロゴマークの活用 

市のイメージを確実にターゲットに伝えるために平成２９年（２０１７年）１１月にブラ

ンド・メッセージ及びロゴマークを作成しました。引き続き、ブランド・メッセージ及びロ

ゴマークを活用して、東京の都市でありながら、ゆったりと落ち着いていて、子育てしやす

く、住みやすい東大和市の魅力・特長を情報発信し、市のイメージを浸透させていきます。 

 

 

■ ブランド・メッセージ（市の魅力や特長を短い言葉で表したもの） 

 

「東京 ゆったり日和 東やまと」 
 

      「東京 ゆったり日和 東やまと」は、東京の都市でありながら、ゆったりと落ち 

着いていて、子育てしやすく、住みやすい東大和市の魅力・特長を表現しています。 

 

■ ロゴマーク  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

マークのデザインは、東大和の多摩湖の風景をメインに、子育てしやすく、都心と 

自然のバランスのよい“ちょうどいいまち”を表現しています。 

 

（３） ターゲットに向けた魅力の発掘  

ブランド・メッセージ及びロゴマークの活用は、「統一したコンセプトにより地域全体のイメ

ージを向上させる取組」の一つですが、あわせて、「地域資源の付加価値を向上させることによ

り地域全体のイメージを向上させる取組」として、ターゲットに訴求するような魅力的な地域

資源を発掘し、ブランド化に取り組み、市全体のイメージを向上させる取組を進めます。 
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シビックプライドとインターナルプロモーション 

この「東大和市ブランド・プロモーションアクションプラン」には、いくつか聞き慣れ

ない言葉（概念）があります。例えば、シビックプライドやインターナルプロモーション

です。簡単に説明したいと思います。 

シビックプライド（Civic Pride）の意味は、「都市に対する市民の誇り」という概念で

使われることが多くあります。郷土愛とシビックプライドの違いを指摘します。郷土愛は

「住民が自ら育った地域に対して抱く愛着や心情」です。すなわち、郷土愛は「自ら育っ

た地域」ということが欠かせません。一方で、シビックプライドは「自ら育った地域」は

関係ありません。 

数少ない研究成果になりますが、シビックプライドの成果として、自治会・町会活動の

活発化や住民の転出抑制に影響を与えることを指摘する学識者がいます。また、Ｕターン

の増加を示唆する研究もあります。シビックプライドには多くの可能性があると言えます。 

近年、シビックプライドに注目する地方自治体は増えています。 

インターナルプロモーションは「自治体に勤務する職員を顧客とみなして行われる啓蒙

活動」と言えます（スタッフプライドの醸成を目指すとも言えるでしょう）。民間企業のイ

ンターナルコミュニケーションに類似した取組みです。組織内における広報活動です。 

近年、職員に対するプロモーションやコミュニケーションが希薄化しています。その結

果、自治体全体の総力が低下しているように感じます。地方自治体は、意識的にインター

ナルプロモーションを進め、職員のコミュニケーションを活発にする必要があると思いま

す。 

東大和市がシビックプライドを進めることにより、住民や観光客等が「東大和市が好き」

を増やしていきます。同時にインターナルプロモーションを展開することにより、市職員

や市議会議員が「誇りを持って東大和市で働く」という意識になります。 

東大和市のブランド・プロモーションを成功させていくためには、シビックプライドと

インターナルプロモーションに注目して進めていく必要があるのかもしれません。 

（牧瀬稔） 
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２ シティプロモーションの展開 

市内外のターゲットに向けて、ブランド化した市のイメージや魅力を伝えていくためには、効

果的な情報発信が必要です。ブランド・プロモーションアクションプランにおいては、シティプ

ロモーションの取組を次のとおり推進します。 

 

（１）職員の市のイメージ及び魅力の共有・情報発信（スタッフプライドの醸成） 

① 職員が市のことをより広く理解する。 

職員が市のことをよく知らなければ、魅力も発信できません。職員がより市のことを広く

理解し、市の特長に気づくことが大切です。 

② 職員が市のイメージや魅力を共有する。 

   市内には様々な地域資源があります。これらの資源を活用し、市内外に市のイメージや魅

力を発信するためには、職員が市のイメージや魅力を共有することが大切です。職員が、市

のイメージや魅力を共有できるような取組を行います。 

③ 職員一人ひとりがシティプロモーションの担い手として情報発信を行う。 

職員は、一人ひとりが市のセールスパーソンであり、シティプロモーションの担い手です。

自らが担い手の一人として、職務に対する自覚や誇りを持ち、市や地域に対する愛着や誇りを

深め、シティプロモーションの取組を進める意識を持つことにより、市の施策や事業全体にシ

ティプロモーションの効果が波及していきます。職員が事業を実施する際には、シティプロモ

ーションの目的を理解し、市のイメージや魅力の効果的な情報発信を行います。 

 

  
若手職員を対象としたワークショップ 
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（２）市内外への市のイメージ及び魅力の情報発信（認知度の向上） 

 

① 市内に対して、市のイメージや魅力をより広く認知してもらえるような情報発信を行う。 

市民が市や地域に愛着や誇りを持つことが、「今後も市に住み続けたい」という思いにつな

がることが考えられます。 

そのきっかけになるように、市のイメージや魅力をより多くの市民に認知してもらえるよ

うに情報発信を行います。 

② 市外に対して、市のイメージや魅力の効果的な情報発信を行う。 

市外の人が市に「行ってみたい」、「住んでみたい」と思うきっかけを作るためには、市のイ

メージや魅力をできる限り多くの市外の人に知ってもらうことが必要です。市外の人に対し

て、市のイメージや魅力をより広く認知してもらうため、様々な媒体を活用して、効果的な情

報発信を行います。 

 

（３）市内のターゲットに向けた効果的な情報発信と市民、関係団体等との連携及び協力（シビッ

クプライドの醸成） 

 

① 市や地域に愛着や誇りを持ってもらい住み続けてもらえるような情報発信を行う。 

インナープロモーションにより、市や地域に対する愛着や誇りの醸成を図り、「今後も市に

住み続けたい」と思ってもらうことで転出の抑制につなげます。その手段として、市民が市

のイメージや魅力を理解し、共有できるように、市内のターゲットに向けた効果的な情報発

信を行います。 

② 市のイメージや魅力を理解してもらい、情報発信者になってもらう。 

市民、関係団体等と連携、協力し、市のイメージや魅力を発信してもらうことで、情報はよ 

り拡散していき、より大きな効果が期待できます。市民、関係団体等と連携及び協力をして情

報発信を行います。 
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（４）市外のターゲットに向けた市のイメージ及び魅力の戦略的情報発信（認知度の向上） 

 

市外からの転入の促進を図るためには、アウタープロモーションにより、市外の人に「東大和  

市」に関心をもってもらい、更に、市に「行ってみたい」、「住んでみたい」と思ってもらうこと 

が重要となります。 

このことから、転入の促進を目指し、市外のターゲットに向けた効果的、効率的な情報発信 

を行います。 

 

      
 

イメージメイキングとイメージプロモーション 

 

  

 ここでは、「イメージメイキング」（image making）や「イメージプロモーション」（image 

promotion）について言及します。これらの言葉は、私（牧瀬）の造語です。少なくとも、他

自治体の既存のシティプロモーション計画には登場していません。 

 これらの言葉（概念）について、私が考えていることを記します。一般的な辞書にイメー

ジとは「心に思い浮かべる像や情景。ある物事についていだく全体的な感じ。心の中に思い

描くこと」とあります。そしてメイキングとは「作ること、製造(法)、要素、素質、材料」

という意味があります。 

 ブランド・プロモーションにおけるイメージメイキングとは「ターゲット層が心に抱く市

（地域）の全体的な印象を創り出すこと」という定義になりそうです。 

意識的にターゲット層に届くように情報発信していきます（一方的に発信するのではな

く、ターゲット層を念頭に置き届く
．．

ようにします）。ターゲット層に確実に届くためには、タ

ーゲット層にウケるように（ターゲットに刺さるように）発信する情報を加工する必要もあ

ります（ターゲット層になりきり、ターゲット層が欲しがる情報を発信することが大事）。 

 ちなみに、メイキングとは「成功の原因」や「利益」という意味もあります。ターゲット

層に即したイメージを作り出していくことは、ブランド・プロモーションの成功の原因とな

るし、東大和市にとって利益をもたらすと言えるかもしれません。 

 一方で、ブランド・プロモーションにおけるイメージプロモーションを考えます。プロモ

ーションとは、一般的な辞書には「助長。奨励。推し進めること。販売促進のための宣伝資

料」とあります。マーケティング関係の辞書には「消費者に製品やサービスを認識させ、購

買へと誘導するための活動」という趣旨で明記していることが多くあります。 

そこからイメージプロモーションとは「ターゲット層が心に抱く市（地域）の全体的な感

想を推し進めること」と言えそうです（現在、多くの自治体が進めているプロモーションに

近い考えです）。 

 このように考えてくると、まずはイメージメイキングに取組み、その後、時機をみて、イ

メージプロモーションに展開するという感じでしょうか。 

もちろん、これらの前にすべきことは、イメージの決定です。東大和市のイメージは「東

京 ゆったり日和 東やまと」です。 

東大和市はターゲット層に提供する（売り込んでいく）イメージは決まっているのですか

ら、今後はイメージメイキングとイメージプロモーションの段階に入りつつあると言えるか

もしれません。（牧瀬稔） 
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第５ 「ブランド・プロモーションの推進」に関する主な具体的な事業   

 

総合戦略アクションプランの「基本目標３ 都市の価値を高める施策の推進（第五次基本計画

重要施策３）」に定める重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成を目指して、「ブランド・プロモーショ

ンの推進」に関する主な具体的な事業を推進します。なお、「ブランド・プロモーションの取組の

基本的な方向性」と「主な具体的な事業」との関係は、次のとおりです。 

 

基本的な方向性 取組の方向性 主な具体的な事業 

ブ

ラ

ン

ド

化 

第１段階 
市のイメージの浸透及

び魅力の発掘 

ターゲットに

向けた魅力の

発掘 

1 ターゲットに向けた魅力の発掘 

シ

テ

ィ

プ

ロ

モ

ー

シ

ョ

ン

の

展

開 

第２段階 

職員の市のイメージ及

び魅力の共有・情報発

信 

スタッフプラ

イドの醸成 

1 職員の人材育成 

2 職員間の情報共有 

3 
職員の情報発信力の向上及び情

報発信の実施 

4 職員による庁内連携 

第３段階 
市内外への市のイメー

ジ及び魅力の情報発信 
認知度の向上 

1 市に関する情報の発信 

2 
ブランド・メッセージ及びロゴ

マークの活用 

第４段階 

市内のターゲットに向

けた効果的な情報発信

と市民、関係団体等と

の連携及び協力 

シビックプラ

イドの醸成 

1 市のイメージや魅力の情報発信 

2 インスタグラムの活用 

3 
市民、関係団体等との連携及び

協力による情報発信 

第５段階 

市外のターゲットに向

けた市のイメージ及び

魅力の戦略的情報発信 

認知度の向上 1 
市外のターゲットに向けた情報

発信 

 

  



19 

 

 

 

 

ターゲットに訴求するような魅力的な地域資源を発掘し、ブランド化に取り組み、それらの地 

域資源を活用して、市全体のイメージを向上させる取組を進めます。【企画政策課・秘書広報課 

（広報プロモーション課）・全課】 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市の魅力的なスポット等の市公式ＳＮＳ 

（Ｘ（旧ツイッター）、フェイスブック、

LINE等）による発信件数（年間） 

７３件 

（令和４年度） 

９５件 

（令和９年度） 

 

 

   

 

 

 

  

１ ターゲットに向けた魅力の発掘（第１段階） 

【事業の展開例】 
 

① まちの魅力を高めるための市の施策の活用 

  子ども・子育て支援施策、教育施策、健康施策など、市の施策を活用します。 

② 多摩湖、狭山丘陵など自然環境の活用 

  多摩湖、狭山丘陵など、市にある豊かな自然環境を活用します。 

③ 特産品の活用 

  東京狭山茶、紅茶、多摩湖梨など、市の特産品を活用します。 

④ 地域で活躍する人や産業に携わる人の発信力の活用 

  ターゲットが共感するような地域で活躍する人や産業に携わる人の発信力を活用 

します。 

⑤ 市の施設の特長の活用 

  市の指定文化財である旧日立航空機株式会社変電所、郷土博物館や併設するプラ 

ネタリウムなど、市の施設の特長を活用します。 

東京狭山茶 郷土博物館プラネタリウム 
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ｐ 

 

  職員が市のことを広く理解し、市のイメージや魅力を共有するとともに、職務に対する自覚や

誇りを醸成し、市や地域に対する愛着や誇りを深め、市のイメージや魅力の効果的な情報発信を

行います。 

職員の意識の醸成を図るために、インターナルプロモーションを意識して取組を進めます。 

   ※ インターナルプロモーションとは、職員の参画意識の向上と、シティプロモーションの

「自分ごと化」を促進し、スタッフプライドの醸成を目指すための職員を対象としたプロ

モーションで、その手段は情報の伝達・共有という庁内広報やその他のコミュニケーショ

ン施策となる。） 

 

（１）職員の人材育成 【職員課・全課】                            

職員の採用においては、職務に対する自覚や、市や地域への愛着を持つ人材の確保に努める 

とともに、採用後においては、それらをより高める人材育成を行います。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

新入職員研修におけるブランド・プロモ

ーションに関する研修の実施 

新入職員研修時 

に実施 

（令和４年度） 

新入職員研修時 

に実施 

（令和９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職員間の情報共有 【企画政策課（広報プロモーション課）・全課】                          

    職員を対象とした研修やワークショップを実施するとともに、市民、企業等と連携した取組 

を通じて、市の魅力や特長を理解し、共有できる機会を作ります。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市のことを理解するための研修やワー

クショップの実施（年間） 

２回 

（令和４年度） 

２回以上 

（令和９年度） 

 

 

  

【事業の展開例】 

 

① 研修やワークショップの実施 

市の魅力や特長について職員間で考え、理解するため、研修やワークショップを 

実施します。 

② 市民、企業等との連携 

   市民、企業、大学等と連携した取組を進めることにより、市の魅力を再認識し、 

職員の職務に対する誇りや、市や地域に対する愛着の醸成につなげます。 

２ スタッフプライドの醸成（第２段階） 

【事業の展開例】 

 

① 人物本位の採用 

職員については、求める職員像や確保すべき職員を具体的に示し、人物本位で採

用します。 

② 適材適所の職員配置と職員研修の実施 

適材適所の職員配置や職員研修を通じて、職員の知識や能力を高め、職務に対す

る意欲の向上を図るとともに、職務に対する誇りや、市や地域に対する愛着の醸成

を図ります。  
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（３）職員の情報発信力の向上及び情報発信の実施 【企画政策課（広報プロモーション課）・    

全課】              

    職員一人ひとりの情報発信力の向上を図るために研修等を実施するとともに、職員が事業を  

実施する際には、市報、市公式ホームページ、外部媒体などを活用した情報発信を行います。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

情報発信力の向上を図るための研修又は 

説明会の実施（年間） 

１回 

（令和４年度） 

１回以上 

（令和９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職員による庁内連携 【企画政策課・全課】                          

   ブランド・プロモーションに係る施策などについて、課題に応じてプロジェクトチームで検 

討するなど、庁内で連携して取組を推進します。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

政策集団ＰＤＧの活動による政策提案

の実施（年間） 

１回 

（令和４年度） 

１回 

（令和９年度） 

 

  

【事業の展開例】 
 

① 情報発信力の向上を図るための研修等の実施 

職員の情報発信力の向上を図るために研修や説明会を実施します。 

② 市報、市公式ホームページ、市公式ＳＮＳ、市公式動画チャンネル等の活用 

市報、市公式ホームページ、市公式ＳＮＳ、市公式動画チャンネル等、その特性 

にあった活用方法により情報発信を行います。 

③ 積極的な外部媒体の活用 

話題性やタイミングなどを考慮し、マスメディアをはじめとした外部の情報発信 

媒体に積極的に情報発信を行います。 

また、映画、ドラマなどで、地域資源が活用されるように取組を進めます。 

【事業の展開例】 
 

① 魅力あるまちづくり推進プロジェクトチームにおける取組 

魅力あるまちづくり推進プロジェクトチームの活動を通じて、ブランド･プロモ

ーションに係る施策などについて意見交換をして取組を推進します。 

② 政策集団ＰＤＧにおける取組 

市の若手職員を対象とした政策集団ＰＤＧの活動を通じて、ブランド･プロモー

ションに係る施策につながる取組などについて、調査・研究をします。政策集団

ＰＤＧにより提案された取組については、実現に向けた調整を行います。 

③ 庁内各課でのブランド・プロモーションの推進 

庁内各課において、ブランド・プロモーションの視点を持った取組の推進を図り 

ます。 
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  市内外に、市のイメージや魅力をより広く認知してもらうため、様々な媒体を活用して、効果的

な情報発信を行います。 
 

（１）市に関する情報の発信 【秘書広報課（広報プロモーション課）・全課】                    

市のイメージや魅力を広く認知するきっかけとなるように、市に関する情報について、様々 

な媒体を活用して積極的に情報発信を行います。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市のイメージや魅力の向上につながる内容

で立川市政記者クラブ加盟社等に取り上げ

られた件数（年間） 

２２件 

（令和４年度） 

６０件 

（令和９年度） 

    

   

 

 

 

 

 
 

（２）ブランド・メッセージ及びロゴマークの活用 【企画政策課（広報プロモーション課）・ 

全課】              

   東京の都市でありながら、ゆったりと落ち着いていて、子育てしやすく、住みやすい市の魅  

力・特長を伝えるため、ブランド・メッセージ及びロゴマークを活用します。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市民意識調査の設問「あなたは、東大和

市のブランド・メッセージ「東京 ゆった

り日和 東やまと」及びロゴマークを知

っていますか。」に「知っている」と回答

した割合（年間） 

５８．７％ 

（令和４年度） 

６８.０％ 

（令和９年度） 

 

  

３ 認知度の向上（第３段階） 

【事業の展開例】 

① 市報、市公式ホームページ、市公式ＳＮＳ、市公式動画チャンネル等の活用 

市報、市公式ホームページ、市公式ＳＮＳ、市公式動画チャンネル等、その特性に 

あった活用方法により情報発信を行います。 

② 積極的な外部媒体の活用 

話題性やタイミングなどを考慮し、マスメディアをはじめとした外部の情報発信 

媒体に積極的に情報発信を行います。 

【事業の展開例】 

① 市が発行するチラシ、ポスター、刊行物等を通じて周知します。 

  市が発行するチラシ、ポスター、刊行物等にブランド・メッセージ及びロゴマーク

を記載します。 

② ＰＲグッズ等で周知します。 

  ブランド・メッセージ及びロゴマークが入ったＰＲグッズ等をイベント等で配布し

ます。また、市内公共施設や協力団体の施設に、のぼりやポスターを掲出します。 

③ 市民や関係団体等にも利用してもらいます。 

ブランド・メッセージ及びロゴマークは、市公式ホームページからダウンロードが

できることから、市民や関係団体等にも利用してもらうように働きかけを行います。 
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市民が市や地域に愛着や誇りを持ち、「今後も市に住み続けたい」と思ってもらえるように、市

民が市のイメージや魅力を理解し、共有できるようにするため、市内のターゲットに向けた効果

的な情報発信を行います。 

 

（１）市のイメージや魅力の情報発信【秘書広報課（広報プロモーション課）・全課】                    

     市民が市のイメージや魅力を理解し、共有できるように効果的な情報発信を行います。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市報への特集記事の掲載（年間） 
０件 

（令和４年度） 

４件 

（令和９年度） 

 

 

    

  

４ シビックプライドの醸成（第４段階） 

【事業の展開例】 
 

① 市のイメージや魅力を伝えるための情報発信 

  市民に市のイメージや魅力を伝えるために、市報、市公式ホームページ、市公式 

ＳＮＳ、外部媒体、市のＰＲリーフレットなどを活用するとともに、各課が行う事業

を通じて、情報発信を行います。 

② 市のイベントを通じた情報発信 

  「うまかんべぇ～祭」、「多摩湖駅伝大会」など市内外から多くの参加者が集まるイ

ベントや、「ロードレース大会」など地域の市民が参加するイベントを通じて、市民が  

市や地域に愛着や誇りを持てるように、これらのイベントの魅力を伝えていきます。 

③ 企業との連携を通じた情報発信 

  企業と連携を行うことにより、企業が持つノウハウやネットワークを活用して、 

市の魅力の向上を図り、その取組について情報発信を行います。     

④ 大学との連携を通じた情報発信 

  大学と連携を行うことにより、政策研究などによって市の魅力の向上を図り、 

その取組について情報発信を行います。 

市報特集記事 
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（２）インスタグラムの活用 【企画政策課（広報プロモーション課）・関係課】                        

    新たな情報発信媒体として、インスタグラムを活用し、地域の魅力的な人物やその活動な

どを情報発信し、市や地域に愛着や誇りを持つきっかけを作ります。    
 

実施目標 現状値 目指す取組 

インスタグラム「キタマガ」に東大和市

が投稿した人物投稿の平均いいね数（年間）  

平均１３６いいね 

（令和４年度） 

平均１６０いいね 

（令和９年度） 

 

  

 

 

 

 

 

（３）市民、関係団体等との連携及び協力による情報発信【企画政策課（広報プロモー 

ション課）・全課】           

    情報発信力を持つ市民、関係団体、企業等に対し、積極的な情報提供を行い、情報の拡散

を図ります。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

市に関する情報の組織内への拡散又は

地域への拡散に連携及び協力をしてく

れた関係団体等の数（年間） 

３団体 

（令和４年度） 

４団体 

（令和９年度） 

 

 

  

【事業の展開例】 
 

① 情報発信力を持つ市民による情報の拡散 

  市民記者、ＳＮＳを利用している市民など、情報発信力を持つ市民に、積極的な 

情報提供を行い、口コミやＳＮＳなどを通じて市の情報を拡散してもらいます。 

② 関係団体、企業等による情報の拡散 

  関係団体、企業等に、市に関する情報について情報提供を行い、組織内への拡散

や、関係団体、企業等を通じた地域への拡散を図ります。 

【事業の展開例】 
 

インスタグラムを活用した情報発信 

インスタグラムを活用し、地域の魅力的な人物やその活動、豊かな自然環境や住み良い 

まちの様子、市内の特長のある産業や店舗など、市や地域に愛着や誇りを持つきっかけに

つながる内容を意識して、定期的に投稿します。 
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  市外のターゲットに向けて、市のイメージ及び魅力を戦略的に情報発信します。 
 

（１）市外のターゲットに向けた情報発信【企画政策課（広報プロモーション課）】                 

   インターネットなどの情報発信ツールを効果的に活用し、ターゲットエリア、ターゲット層

に対して着実に市のイメージや魅力を伝えます。 
 

実施目標 現状値 目指す取組 

インターネットサイトを通じた市のＰＲ

ページへのアクセス数（年間） 

２５，３４３回 

（令和４年度） 

２５，３４３回以上 

（令和９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 認知度の向上（第５段階） 

【事業の展開例】 
 

① インターネットサイトを活用した広告 

  住宅の購入を検討している方等に対して、直接、市の「住みやすさ」を伝えるた

め、インターネットサイトの機能を活用して、市のＰＲを行います。 

② ターゲットエリアへの広告 

  転入者を呼び込むエリアを決めて、戦略的な広告について検討します。 

③ ターゲットを意識した効果的な情報発信 

ターゲットを意識した媒体を活用し、ターゲットに訴求していきます。また、住宅

の購入や転入を検討している世帯に向けて、不動産事業者と連携した情報発信につい

て検討します。 

子育て世帯向け冊子への市 PR 広告の掲載 インターネットサイトを活用した情報発信 
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― 資料編 ― 
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１ 市民意識調査 
   

 

（１）市民意識調査の概要 

  調査地域：東大和市全域 

  調査対象：各年２月１日現在（令和３年９月の報告書は、令和３年４月１日現在）に 

おける市内在住の１８歳以上の市民を無作為層化抽出 

  調査方法：郵送による配布・回収（令和５年１１月の報告書は、郵送による配布・郵

送又はＷＥＢによる回答） 

 

（２）参照した市民意識調査と調査期間等 

① 東大和市市民意識調査報告書（平成２７年７月）（調査期間：平成２７年２月 

１６日～平成２７年３月１５日、標本数２，０００人、回収数：８１１人） 

② 東大和市市民意識調査報告書（平成２８年７月）（調査期間：平成２８年２月 

１５日～平成２８年３月１５日、標本数２，０００人、回収数：７６１人） 

③ 東大和市市民意識調査報告書（平成２９年７月）（調査期間：平成２９年２月 

１５日～平成２９年３月１５日、標本数２，０００人、回収数：７４１人） 

④ 東大和市市民意識調査報告書（平成３０年７月）（調査期間：平成３０年２月 

１５日～平成３０年３月１５日、標本数２，０００人、回収数：７６１人） 

⑤ 東大和市市民意識調査報告書（令和元年７月）（調査期間：平成３１年２月１ 

５日～平成３１年３月１５日、標本数３，０００人、回収数：１，１２１人） 

⑥ 東大和市市民意識調査報告書（令和２年７月）（調査期間：令和２年２月１４日～ 

令和２年３月１５日、標本数３，０００人、回収数：９７０人） 

⑦ 東大和市市民意識調査報告書（令和３年９月）（調査期間：令和３年４月２７日～ 

令和３年５月２１日、標本数３，０００人、回収数：１，００８人） 

⑧ 東大和市市民意識調査報告書（令和４年７月）（調査期間：令和４年２月１５日～ 

令和４年３月１５日、標本数３，０００人、回収数：１，０５２人） 

⑨ 東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月）（調査期間：令和５年２月１５日

～令和５年３月１５日、標本数３，０００人、回収数：１，２１４人） 
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● 図表１ 友人や知人に勧めたい東大和市の魅力 (５つまで選択) 

 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月） 
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● 図表２ 東大和市の魅力（３０歳代） 

 

 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月）、 

37.0
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8.7

14.2

7.9

7.9

5.5
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0.8

1.6

0 20 40 60 80 100

狭山丘陵など身近に豊かな

自然環境があるところ

立川方面への利便性が良いところ

買い物など日常生活に便利なところ

多摩湖があるところ

自然災害が少ないところ

新宿方面への利便性が良いところ

治安が良いところ

公園が整備されているところ

スポーツ施設や多摩湖周遊道路など

スポーツしやすい環境があるところ

街並みや街の雰囲気が良いところ

プラネタリウムや文化施設が

整備されているところ

保育園、学童保育所など

子育て環境が良いところ

道路などの都市基盤が

整備されているところ

地域での人間関係が良いところ
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その他

無回答
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● 図表３ 定住意向 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月） 

 

● 図表４ 住み続けたいと思う理由（３つ選択） 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月） 
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● 図表５ 定住意向（平成２６年度～令和４年度）（単位％） 

出典：東大和市市民意識調査報告書（平成２７年７月）～（令和５年１１月） 

           

● 図表６ 住み続けたいと思う理由（平成２６年度～令和４年度） （単位％） 

出典：東大和市市民意識調査報告書（平成２７年７月）～（令和５年１１月） 

 

平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 平均

1 家や土地を持っているから 44.9 45.8 50.2 45.4 46.3 46.2 44.7 47.6 48.0 46.6

2 住み慣れているから 45.4 44.9 40.4 41.6 44.3 44.4 41.1 42.7 43.1

3 周辺の居住環境がよいから 37.9 39.9 38.2 46.9 43.0 42.8 43.8 40.0 48.4 42.3

4 日常の買い物が便利だから 41.5 41.0 39.9 40.4 38.0 41.0 41.9 40.0 43.7 40.8

5 自然環境が豊かだから 24.5 26.8 24.5 28.1 22.4 24.6 29.7 28.6 30.0 26.6

6 通勤・通学に便利だから 15.6 14.2 11.3 15.0 13.0 13.5 15.5 12.0 16.9 14.1

7 愛着があるから 13.1 15.3 14.9 10.4 14.6 14.2 14.7 16.2 16.8 14.5

8 隣近所との関係がよいから 10.6 9.9 10.0 9.9 8.5 9.6 6.1 7.5 6.4 8.7

9 各種施設が充実しているから 3.9 3.4 4.4 3.8 3.2 2.1 2.1 4.1 6.9 3.8

10 子どもを育てやすいから 2.1 1.5 3.0 4.0 2.8 3.8 4.6 1.9 2.1 2.9

ー その他 3.7 3.9 3.1 2.8 3.2 3.4 2.6 4.0 4.1 3.4

ー 無回答 0.2 1.5 1.1 0.8 1.4 0.4 1.4 1.5 1.2 1.1
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● 図表７ 東大和市に対して「自分のまち」としての愛着をどの程度感じているか。 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月） 

 

● 図表８ 東大和市のブランド・メッセージ「東京 ゆったり日和 東やまと」及びロゴマーク

の認知度 

出典：東大和市市民意識調査報告書（令和５年１１月） 

● 図表９ ブランド・メッセージの認知度（平成２９年度～平成３１年度、令和３年度～令和４年度） 

出典：東大和市市民意識調査報告書（平成３０年７月～令和２年７月、令和４年７月～令和５年１１月） 
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２ 転入者アンケート 

 

● 図表１０ 住所を決めるにあたり、東大和市以外の地域を探したか（ｎ＝３１０） 

 

● 図表１１ 東大和市以外で探した地域（３つまで選択）（ｎ＝１５８） 

 

件数 ％

探した 158 51.0

探さない 139 44.8

無回答 13 4.2

合計 310 100.0

アンケートの概要 

調査期間： 令和３年６月１日（火）～令和３年９月１日（水） 

調査対象： 調査期間中に市民課窓口にて転入届を提出された方 

有効回答数：３１０件 

自治体名 件数 ％

立川市 96 60.8

小平市 63 39.9

東村山市 54 34.2

武蔵村山市 32 20.3

国分寺市 29 18.4

昭島市 27 17.1

八王子市 24 15.2

国立市 17 10.8

西東京市 13 8.2

所沢市 2 1.3

その他 15 9.5

無回答 1 0.6

合　　計 373
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● 図表１２ 東大和市に居住地を決めた理由（３つ選択）（ｎ＝３１０） 

 

● 図表１３ 転入以前から東大和市のことを知っていたか（ｎ＝３１０） 

 

● 図表１４ どのようなことを通して東大和市のことを知ったか（２つ選択）（ｎ＝２０８） 

件数 ％

住宅価格・家賃 143 46.1

通勤・通学の利便性 127 41.0

買い物など日常生活の利便性 57 18.4

立川方面への利便性 52 16.8

自然環境 41 13.2

親や子供世帯と同居・近居 39 12.6

良好な住環境 37 11.9

職場があるところ 27 8.7

配偶者等の住居があったから 26 8.4

新宿方面への利便性 24 7.7

生まれ育ったところ 22 7.1

以前住んでいたところ 15 4.8

治安 12 3.9

自然災害が少ない 12 3.9

テレワークの職・住のバランス 11 3.5

市内公共交通の利便性 8 2.6

子育て環境 8 2.6

地域、路線などのイメージ 6 1.9

小・中学校などの教育環境 4 1.3

その他 21 6.8

無回答 5 1.6

合　　計 697

件数 ％

知っていた 208 67.1

知らなかった 99 31.9

無回答 3 1.0

合　　計 310 100.0

件数 ％

親族・友人を通じて知った 66 31.7

以前近隣に住んでいた 59 28.4

鉄道や道路で通った 49 23.6

以前、東大和市に住んでいた 42 20.2

職場が近隣にある 30 14.4

職場があるところ 19 9.1

市内イベント・散策 15 7.2

市のホームページで見た 7 3.4

市のホームページ以外のインターネット
で見た

5 2.4

テレビ・新聞等で見聞きした 4 1.9

その他 16 7.7

無回答 5 2.4

合計 317
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３ 転出者アンケート 

 

● 図表１５ 帰還意向について（ｎ＝２５８） 

 

● 図表１６ 東大和市に住んでいて良かった点（3つ選択） （ｎ＝２５８） 

  

アンケートの概要 

調査期間： 令和３年６月１日（火）～令和３年９月１５日（水） 

調査対象： 調査期間中に市民課窓口にて転出届を提出された方 

有効回答数：２５８件 

件数 ％

どちらかといえば戻りたい 116 45.0

ぜひ戻りたい 61 23.6

どちらかといえば戻りたくない 47 18.2

戻りたくない 18 7.0

無回答 16 6.2

合  計 258 100.0

件数 ％

買い物など日常生活の利便性 102 39.5

立川方面への利便性 83 32.2

通勤・通学の利便性 79 30.6

生まれ育ったところ 68 26.4

自然環境 65 25.2

住宅価格・家賃 53 20.5

治安 47 18.2

新宿方面への利便性 35 13.6

良好な住環境 32 12.4

自然災害が少ない 25 9.7

親や子供世帯と同居・近居 23 8.9

子育て環境 15 5.8

地域コミュニティ 7 2.7

地域、路線などのイメージ 6 2.3

小・中学校などの教育環境 6 2.3

市内公共交通の利便性 6 2.3

テレワークの職・住バランス 0 0.0

その他 3 1.2

無回答 7 2.7

合  計 662
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４ 子育て世帯アンケート 

 

● 図表１７ 東大和市に居住地を決めた理由（３つ選択）（ｎ＝４３５） 

 

● 図表１８ 住宅の所有関係について（ｎ＝４３５） 

 

アンケートの概要 

調査期間： 令和３年６月１日（火）～令和３年１０月５日（火） 

調査対象： 乳幼児健診のために保健センターに来庁した保護者 

有効回答数：４３５件 

件数 ％

持家（一戸建） 221 50.8

民間の借家
（ｱﾊﾟｰﾄ・賃貸ﾏﾝｼｮﾝ等）

91 20.9

持家（分譲マンション） 40 9.2

給与住宅（社宅・官舎・寮等） 40 9.2

公営住宅
（公団・公社・都営住宅等）

30 6.9

民間の借家（一戸建） 7 1.6

その他 6 1.4

無回答 0 0.0

合　　計 435 100.0

件数 ％

住宅価格・家賃 159 36.6

父母世帯と同居・近居 142 32.6

通勤・通学の利便性 134 30.8

買い物など日常生活の利便性 93 21.4

生まれ育ったところ 79 18.2

配偶者等の住居があったから 78 17.9

立川方面への利便性 72 16.6

子育て環境 65 14.9

良好な住環境 63 14.5

自然環境 50 11.5

職場があるところ 41 9.4

以前住んでいたところ 24 5.5

自然災害が少ない 18 4.1

新宿方面への利便性 15 3.4

治安 10 2.3

市内公共交通の利便性 9 2.1

小・中学校などの教育環境 9 2.1

地域、路線などのイメージ 7 1.6

テレワークの職・住バランス 0 0.0

その他 36 8.3

無回答 2 0.5

合　　計 1106



37 

 

● 図表１９ 定住意向について（ｎ＝４３５） 

 

● 図表２０ 東大和市に住んでいて良かった点（３つ選択）（ｎ＝４３５） 

  

件数 ％

今の場所に住み続けたい 278 63.9

市内のどこかに住み続けたい 74 17.0

できれば市外に移りたい 68 15.6

今すぐにでも市外に移りたい 6 1.4

無回答 9 2.1

合　　計 435 100.0

件数 ％

買い物など日常生活の利便性 222 51.0

立川方面への利便性 135 31.0

自然環境 128 29.4

父母世帯と同居・近居 119 27.4

子育て環境 108 24.8

住宅価格・家賃 89 20.5

良好な住環境 83 19.1

通勤・通学の利便性 82 18.9

自然災害が少ない 64 14.7

生まれ育ったところ 60 13.8

治安 38 8.7

新宿方面への利便性 23 5.3

小・中学校などの教育環境 13 3.0

地域コミュニティ 13 3.0

市内公共交通の利便性 8 1.8

地域、路線などのイメージ 8 1.8

テレワークの職・住バランス 0 0.0

その他 11 2.5

無回答 5 1.1

合　　計 1,209
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● 図表２１ 東大和市に住んでいて住みにくいと感じた点（３つまで選択）（ｎ＝４３５） 

  

件数 ％

都心へのアクセス 138 31.7

市内公共交通 84 19.3

特になし 84 19.3

就業の場が少ない 66 15.2

親や子供世帯の居住地が遠い 65 14.9

通勤・通学 62 14.3

生まれ育ったところではない 52 12.0

子育て環境 52 12.0

治安 48 11.0

小・中学校などの教育環境 45 10.3

買い物など日常生活 45 10.3

地域、路線などのイメージがよくない 31 7.1

地域コミュニティが活発でない 26 6.0

住宅価格・家賃 22 5.1

住環境 7 1.6

自然環境 7 1.6

その他 37 8.5

無回答 10 2.3

合　　計 881
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５ 新築家屋所有者アンケート 

 

● 図表２２ 新築家屋所有者の年齢について（ｎ＝１６７） 

 

●図表２３ 家屋の新築を検討したきっかけについて（あてはまるもの全てに○）（ｎ＝１６７） 

 

 

 

アンケートの概要 

調査期間： 令和４年度課税課の家屋調査時 

調査対象： 新築家屋所有者 

有効回答数：１６７件 

件数 ％

1 １９歳以下 0 0.0

2 ２０～２４歳 3 1.8

3 ２５～２９歳 17 10.2

4 ３０～３４歳 44 26.3

5 ３５～３９歳 37 22.2

6 ４０～４４歳 28 16.8

7 ４５～４９歳 9 5.4

8 ５０～５９歳 12 7.2

9 ６０～６９歳 8 4.8

10 ７０歳以上 6 3.6

未回答 3 1.8

167 100.0

回答

合計

件数 ％

1 第１子の出生 38 22.8

2 賃貸物件の更新・値上げ 31 18.6

3 既存家屋の老朽化 28 16.8

4 結婚 27 16.2

5 第２子以降の出生 19 11.4

5 子どもの小学校入学 19 11.4

7 子どもの保育園・幼稚園入園 13 7.8

8 親や子ども世帯と同居・近居 12 7.2

9 自身／配偶者の転勤 4 2.4

10 自身／配偶者の就職・転職 3 1.8

11 その他 30 18.0

未回答 3 1.8

227

回答

合計
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●図表２４ 何を重視して東大和市の家屋を決めたか。（あてはまるもの全てに○）（ｎ＝１６７） 

 

 

 

  

件数 ％

1 通勤・通学の利便性 72 43.1

2 買い物など日常生活の利便性 64 38.3

3 土地価格 58 34.7

4 住宅価格 57 34.1

5 良好な住環境 54 32.3

6 子育て環境 44 26.3

7 自然環境 33 19.8

8 親や子の世帯と同居・近居 33 19.8

9 自然災害が少ない 31 18.6

10 以前住んでいたところ 29 17.4

11 治安 28 16.8

12 立川方面へのアクセス 25 15.0

13 都心へのアクセス 23 13.8

14 生まれ育ったところ 21 12.6

15 市内公共交通の利便性 16 9.6

16 市への愛着がある 15 9.0

17 小・中学校などの教育環境 14 8.4

18 職場があるところ 11 6.6

19 配偶者の住所があったところ 7 4.2

20 その他 9 5.4

未回答 1 0.6

645

回答

合計
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６ 「ブランド・プロモーションの推進」に関する目指す方向、主な具体的な事業、実施
目標等の一覧 

 

■ 第２期総合戦略アクションプランの「基本目標３ 都市の価値を高める施策の推進（第五次基本計画重要施策３）」における転入 

の促進及び転出の抑制を図るための重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

■ 主な具体的な事業、実施目標等 

 

指標 現状値

社会増減数（転入者数から転出者数を

差し引いた人数）（累計）

８５人超過

（転入者　３，４２４人）

（転出者　３，３３９人）

（令和４年）

目指す方向

人口の社会増を図る

（転入の促進及び転出の抑制による）

３００人超過／

累計１，５００人超過

（令和９年）

目標値

段階 実施目標 現状値 目指す取組 主管課

第1段階

市の魅力的なスポット等の市公式ＳＮＳ（Ｘ

（旧ツイッター）、フェイスブック、LINE

等）による発信件数（年間）

７３件

（令和４年度）

９５件

（令和９年度）

企画政策課・秘書広報課

（広報プロモーション

課）、全課

１　職員の人材育成
新入職員研修におけるブランド・プロモー

ションに関する研修の実施

新入職員研修時

に実施

（令和４年度）

新入職員研修時

に実施

（令和９年度）

職員課、全課

２　職員間の情報共有
市のことを理解するための研修やワーク

ショップの実施（年間）

２回

（令和４年度）

２回以上

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）、全課

３　職員の情報発信力の

向上及び情報発信の実施

情報発信力の向上を図るための研修又は説明

会の実施（年間）

１回

（令和４年度）

１回以上

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）、全課

４　職員による庁内連携
政策集団ＰＤＧの活動による政策提案の実施

（年間）

１回

（令和４年度）

１回

（令和９年度）
企画政策課、全課

１　市に関する情報の発

信

市のイメージや魅力の向上につながる内容で

立川市政記者クラブ加盟社等に取り上げられ

た件数（年間）

２２件

（令和４年度）

６０件

（令和９年度）

秘書広報課（広報プロ

モーション課）、全課

２　ブランド・メッセー

ジ及びロゴマークの活用

市民意識調査の設問「あなたは、東大和市の

ブランド・メッセージ「東京 ゆったり日和 東

やまと」及びロゴマークを知っています

か。」に「知っている」と回答した割合（年

間）

５８．７％

（令和４年度）

６８.０％

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）、全課

１　市のイメージや魅力

の情報発信
市報への特集記事の掲載（年間）

０件

（令和４年度）

４件

（令和９年度）

秘書広報課（広報プロ

モーション課）、全課

２　インスタグラムの活

用

インスタグラム「キタマガ」に東大和市が投

稿した人物投稿の平均いいね数（年間）

平均１３６いいね

（令和４年度）

平均１６０いいね

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）、関係課

３　市民、関係団体等と

の連携及び協力による情

報発信

市に関する情報の組織内への拡散又は地域へ

の拡散に連携及び協力をしてくれた関係団体

等の数（年間）

３団体

（令和４年度）

４団体

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）、全課

第5段階 認知度の向上
１　市外のターゲットに

向けた情報発信

インターネットサイトを通じた市のＰＲペー

ジへのアクセス数（年間）

２５，３４３回

（令和４年度）

２５，３４３回以上

（令和９年度）

企画政策課（広報プロ

モーション課）

第4段階
シビックプライド

の醸成

主な具体的な事業

ターゲットに向けた魅力の発掘

第3段階 認知度の向上

第2段階
スタッフプライド

の醸成
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